
 

 

鳳中学校ＰＴＡ会則 
第１章 総則 
（名称） 
第１条 本会は，鳳中学校ＰＴＡと称し，事務局を鳳中学校に置く。 
（目的） 
第２条 本会は，会員相互の研修と，家庭・学校・社会が互いに協力して，生活の教育的成長，福祉増進を 

はかることを目的とする。 
（事業） 
第３条 本会は，前条の目的達成のため，次の事業を行う。 
１ 教育上必要な連絡協力，研修に関すること。 
２ 教育環境の整備充実に関すること。 
３ その他目的を達成するために必要なこと。 

 
第２章 組織並びに任務 
 
（組織） 
第４条 本会は，鳳中学校生徒の保護者並びに在勤職員をもって組織する。 
（役員） 
第５条 本会に，次の役員を置く。 
１ 会 長（１名） 
２ 副会長 

（筆頭副会長１名、副会長〈男性１名含む〉４名）   
３ 監 査（２名） 
４ 学級役員 
・広報部役員（各学級から１名） 
・教養部役員（  〃   ２名） 
・環境部役員（  〃   ２名） 
・学年部役員（  〃   ２名） 
５ 事務局 
・教頭 監事 
６ 実行委員 
・会長，副会長，各専門部・学年部の部長・副部長，事務局 
７ 顧問 
・会長を退いた者 

（役員の任務） 
第６条 役員の任務は次のとおりとする。 
１ 会長は本会を代表し，会務を統括する。 
２ 副会長は会長を補佐する。筆頭副会長は，次年度の会長となる。会長に事故ある時はこれを代行す 
る。 

３ 監査は，当該年度の経理を監査し，次年度の総会に報告する。 
４ 学級役員は，各学級ＰＴＡの諸活動を企画・運営するとともに，各専門部・学年部における役割を担

う。 
５ 監事は会長の委嘱により，庶務会計等の事務にあたる。  
６ 実行委員は，本会の運営上必要な事項を審議及び決定をする。 
７ 顧問は会長を退いた者で，会長の相談役となる。任期は1年とする。 

（専門部，学年部） 
第７条 本会は，事業執行のために次の各部を設けてそれぞれ機能を分担する。 
１ 専門部 
・本 部：全ての行事，企画，実施運営について連絡・調整を行う。 
・広報部：ＰＴＡ広報誌の発行(学期に１回) 
・教養部：各種研修，教育講演会等教育向上に関すること。 
・環境部：校内・地域の環境整備に関すること。 
２ 学年部 
・学年部：学年ＰＴＡの諸活動に関すること。 

（役員の選出） 
第８条 本部役員の任期は２カ年とする。年度途中で役員に欠員が生じた場合は，実行委員会において選

出し，任期は前任者の残任期間とする。筆頭副会長は隔年の地域の輪番制とする。本部役員を２
年間務めた者は，その後の全ての本校のＰＴＡ役員を免除される。 

１ 会長，副会長，監査 
新年度までに候補者を擁立し，ＰＴＡ総会において会員の承認を得る。 



 

 

２ 学級役員 
年度始めの学級懇談会において互選する。（委任状を事前配布） 

３ 学年部，専門部（広報部・教養部・環境部）の部長・副部長 
年度始めの学年部会，専門部会において，各部ごとに部長１名・副部長１名を互選する。 

 
（候補者選考委員会） 
第９条 副会長・監査の候補者を絞り込めない場合は，候補者選考委員会を設置する。選考委員は本部役 

員とする。候補者が複数の場合は，投票等により選考を行う。 
第９条の２ 本部役員の候補者を絞り込めない場合は，抽選とする。 

 
第３章 会議 

 
（会議） 
第１０条 会議は，総会・実行委員会・役員総会・各専門部会・各学年部会及び各学級役員会とし，総会・ 

実行委員会・役員総会は会長，その他の会は部長が招集する。 
（総会） 
第１１条 総会は，本会の最高決議機関であって，本校ＰＴＡ会員により構成する。 
第１１条の２ 総会は，次の事項を審議し決定する。 

１ 前年度の事業報告及び決算の承認 
２ 今年度の事業計画及び予算の承認 
３ 役員の承認 
４ 会則の改廃 
５ その他必要と認めた事項 

第１１条の３ 総会は年１回開催し，構成員の過半数以上の出席（委任状を含む）により成立する。また，必
要に応じ臨時総会を開く。 

第１１条の４ 議事は，出席者の過半数で決定する。 
 
第４章 会計 
 
（ＰＴＡ会計） 
第１２条 本会の経費は，会員の会費（一般会計，部活動後援会計），事業収入（特別会計）をもってこれ

にあたる。予算・決算の議決承認は総会で行い，補正予算の必要あるときは理事会で議決して
執行できる。 

第１２条の２ 一般会計の会費は会員１名につき月額 600円，部活動後援会計の会費は生徒１名につき 
年額1,000円とする。  

（会計年度） 
第１３条 本会の事務会計年度は，４月１日に始まり翌３月３１日に終る。 

付 則 
１ 本会則は昭和36年４月1日よりこれを施行する。 
１ 昭和５０年４月２１日 一部改正する。 
１ 昭和５４年５月１６日 一部改正する。 
１ 昭和５５年５月１６日 一部改正する。 
１ 昭和５６年５月１９日 一部改正する。 
１ 昭和６２年５月２０日 一部改正する。 
１ 平成０４年５月１２日 一部改正する。 
１ 平成０５年５月１１日 一部改正する。 
１ 平成０６年５月１０日 一部改正する。 
１ 平成０７年５月１０日 一部改正する。 
１ 平成１６年５月２１日 一部改正する。 
１ 平成１８年２月１６日 一部改正する。 
１ 平成１８年５月１９日 一部改正する。 
１ 平成２０年５月０９日 一部改正する。 
１ 平成２１年５月０８日 一部改正する。 
１ 平成２５年５月２１日 一部改正する。 
１ 平成２６年５月１９日 一部改正する。 
１ 平成２７年４月３０日 一部改正する。 
１ 平成２８年４月２８日 一部改正する。 
１ 平成２９年４月２８日 一部改正する。 
１ 平成３０年２月０１日 一部改正する。 
１ 令和０５年４月０１日 一部改正する。 

 


